
公┈㈈団ἲ人いきいき埼⋢定Ḱ 

 

➨㸯❶ ⥲ 則 

㸦名 ⛠㸧 

➨㸯᮲ このἲ人は、公┈㈈団ἲ人いきいき埼⋢と⛠する。  

㸦事務所㸧 

➨㸰᮲ このἲ人は、主たる事務所を埼⋢┴北㊊❧㒆伊奈⏫に⨨く。  

 

➨㸰❶ ┠ⓗ及び事ᴗ 

㸦┠ ⓗ㸧 

➨㸱᮲ このἲ人は、㹌㹎㹍ά動、ボランティアά動、⏕ᾭ学⩦ά動、その他広く┴Ẹ

➼のㅖά動㸦以下「┴Ẹά動」という。㸧の支援及び㧗㱋⪅の⏕きがいづくりや地域

参加を促㐍する事ᴗ及び㧗年㱋⪅の就ᴗᶵ会の提供➼に㛵する事ᴗを⾜い、┴Ẹ➼が

主体となった地域♫会の形成を促㐍し、あらゆる世代が共に支え合う㇏かな埼⋢のⓎ

展に寄与することを┠ⓗとする。 

㸦公┈┠ⓗ事ᴗ㸧 

➨㸲᮲ このἲ人は、前᮲の┠ⓗを㐩成するため、ḟの事ᴗを⾜う。  

㸦㸯㸧┴Ẹά動の支援 

㸦㸰㸧㧗㱋⪅の⏕きがいづくりや地域参加及び地域㈉⊩の促㐍 

㸦㸱㸧就労意ḧのある㧗㱋⪅の㞠⏝・就ᴗ及び⬟力ά⏝の促㐍  

㸦㸲㸧その他このἲ人の┠ⓗを㐩成するために必せな事ᴗ 

㸰 前㡯の事ᴗは、埼⋢┴において⾜うものとする。 

㸦収┈事ᴗ➼㸧  

➨㸳᮲ このἲ人は、前᮲の事ᴗの推㐍に㈨するため、ḟの事ᴗを⾜う。  

㸦㸯㸧施タの㈚与に㛵する事ᴗ㸦前᮲➨1㡯➨1号にヱ当するものを㝖く。㸧  

㸦㸰㸧公┈┠ⓗ事ᴗの推㐍に伴う㝃帯サービス事ᴗ 

㸦㸱㸧その他公┈┠ⓗ事ᴗの推㐍に㈨する事ᴗ 

 

➨㸱❶ ㈨⏘及び会ィ 

㸦基ᮏ㈈⏘㸧 

➨㸴᮲ 基ᮏ㈈⏘は、➨4᮲につ定する事ᴗを⾜うために不可Ḟなものであって、ホ㆟員

会でỴ㆟した㈈⏘をもってᵓ成する。 

㸰 基ᮏ㈈⏘は、⌮事会において別に定めるところにより、このἲ人の┠ⓗを㐩成する

ために善Ⰻな⟶⌮⪅のὀ意をもって⟶⌮しなければならず、基ᮏ㈈⏘の一㒊を処分し

ようとするとき及び基ᮏ㈈⏘から㝖外しようとするときは、あらかじめ⌮事会及びホ

㆟員会の承ㄆをせする。 

㸦事ᴗ年度㸧 

➨㸵᮲ このἲ人の事ᴗ年度は、ẖ年㸲月㸯日に始まり⩣年㸱月㸱㸯日に⤊わる。  



㸦事ᴗィ⏬及び収支予⟬㸧 

➨㸶᮲ このἲ人の事ᴗィ⏬書、収支予⟬書、㈨㔠ㄪ㐩及びタ備投㈨のぢ㎸みをグ㍕し

た書㢮については、ẖ事ᴗ年度㛤始の日の前日までに、代⾲⌮事が作成し、⌮事会の

Ỵ㆟を⤒て、ホ㆟員会の承ㄆを受けなければならない。これを変更する場合も、同ᵝ

とする。 

㸰 前㡯の書㢮については、主たる事務所に、当ヱ事ᴗ年度が⤊了するまでの㛫備え⨨

き、一⯡の㜀ぴに供するものとする。 

㸦事ᴗ報告及びỴ⟬㸧 

➨㸷᮲ このἲ人の事ᴗ報告及びỴ⟬については、ẖ事ᴗ年度⤊了後、代⾲⌮事がḟの

書㢮を作成し、┘事の┘ᰝを受けた上で、⌮事会の承ㄆを受けなければならない。 

㸦㸯㸧事ᴗ報告 

㸦㸰㸧事ᴗ報告の㝃属明⣽書  

㸦㸱㸧㈚借対↷⾲ 

㸦㸲㸧損┈ィ⟬書㸦ṇ味㈈⏘増ῶィ⟬書㸧 

㸦㸳㸧㈚借対↷⾲及び損┈ィ⟬書㸦ṇ味㈈⏘増ῶィ⟬書㸧の㝃属明⣽書  

㸦㸴㸧㈈⏘┠㘓 

㸦㸵㸧キャッシュフローィ⟬書  

㸰 前㡯の承ㄆを受けた書㢮のうち、➨㸯号、➨㸱号、➨㸲号➨㸴号及び➨㸵号の書㢮

については、定時ホ㆟員会に提出し、➨㸯号の書㢮についてはその内容を報告し、そ

の他の書㢮については、承ㄆを受けなければならない。 

㸱 ➨㸯㡯の書㢮のほか、ḟの書㢮を主たる事務所に㸳年㛫備え⨨き、一⯡の㜀ぴに供

するとともに、定Ḱを主たる事務所に備え⨨き、一⯡の㜀ぴに供するものとする。 

㸦㸯㸧┘ᰝ報告 

㸦㸰㸧⌮事及び┘事並びにホ㆟員の名⡙  

㸦㸱㸧⌮事及び┘事並びにホ㆟員の報㓘➼の支⤥の基‽をグ㍕した書㢮  

㸦㸲㸧㐠営⤌⧊及び事ᴗά動の≧ἣのᴫせ及びこれらに㛵する数値のうち㔜せなものを

グ㍕した書㢮 

㸦公┈┠ⓗ取得㈈⏘ṧ㢠の⟬定㸧 

➨㸯㸮᮲ 代⾲⌮事は、公┈♫団ἲ人及び公┈㈈団ἲ人のㄆ定➼に㛵するἲ律施⾜つ則

➨㸲㸶᮲のつ定に基づき、ẖ事ᴗ年度、当ヱ事ᴗ年度のᮎ日における公┈┠ⓗ取得㈈

⏘ṧ㢠を⟬定し、前᮲➨㸱㡯➨㸲号の書㢮にグ㍕するものとする。 

 

➨㸲❶ ホ㆟員 

㸦ホ㆟員の定数㸧 

➨㸯㸯᮲ このἲ人にホ㆟員㸳名以上㸰㸮名以内を⨨く。 

㸦ホ㆟員の㑅任及びゎ任㸧 

➨㸯㸰᮲ ホ㆟員の㑅任及びゎ任は、一⯡♫団ἲ人及び一⯡㈈団ἲ人に㛵するἲ律➨㸯

㸵㸷᮲から➨㸯㸷㸳᮲までのつ定に従い、ホ㆟員会において⾜う。  



㸰 ホ㆟員を㑅任する場合には、ḟの各号のせ件をいずれも‶たさなければならない。 

㸦㸯㸧各ホ㆟員について、ḟのイからヘまでにヱ当するホ㆟員の合ィ数がホ㆟員の⥲数

の㸱分の㸯を㉸えないものであること。  

イ 当ヱホ㆟員及びその㓄偶⪅又は㸱ぶ➼内のぶ族 

ロ 当ヱホ㆟員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻㛵係と同ᵝの事情にある⪅ 

ハ 当ヱホ㆟員の使⏝人 

ニ ロ又はハに掲げる⪅以外の⪅であって、当ヱホ㆟員から受ける㔠㖹その他の㈈⏘に

よって⏕ィを⥔持しているもの 

ホ ハ又はニに掲げる⪅の㓄偶⪅ 

ヘ ロからニまでに掲げる⪅の3 ぶ➼内のぶ族であって、これらの⪅と⏕ィを一にする

もの 

㸦㸰㸧他の同一の団体㸦公┈ἲ人を㝖く。㸧のḟのイからニまでにヱ当するホ㆟員の合

ィ数がホ㆟員の⥲数の㸱分の㸯を㉸えないものであること。  

イ ⌮事 

ロ 使⏝人 

ハ 当ヱ他の同一の団体の⌮事以外の役員㸦ἲ人でない団体で代⾲⪅又は⟶⌮人の定め

のあるものにあっては、その代⾲⪅又は⟶⌮人㸧又はᴗ務を執⾜する♫員である⪅ 

ニ ḟに掲げる団体においてその⫋員㸦国会㆟員及び地方公共団体の㆟会の㆟員を㝖

く。㸧である⪅ 

①  国のᶵ㛵 

②  地方公共団体 

③  ⊂❧⾜政ἲ人㏻則ἲ➨㸰᮲➨㸯㡯につ定する⊂❧⾜政ἲ人  

④  国❧大学ἲ人ἲ➨㸰᮲➨㸯㡯につ定する国❧大学ἲ人又は同᮲➨㸱㡯につ定する大

学共同利⏝ᶵ㛵ἲ人 

⑤  地方⊂❧⾜政ἲ人ἲ➨㸰᮲➨㸯㡯につ定する地方⊂❧⾜政ἲ人  

⑥  ≉Ṧἲ人㸦≉別のἲ律により≉別のタ❧⾜Ⅽをもってタ❧されたἲ人であって、⥲

務┬タ⨨ἲ➨㸲᮲➨㸯㸳号のつ定の㐺⏝を受けるものをいう。㸧又はㄆ可ἲ人㸦≉

別のἲ律によりタ❧され、かつ、そのタ❧に㛵し⾜政官庁のㄆ可をせするἲ人をい

う。㸧 

㸦任 ᮇ㸧 

➨㸯㸱᮲ ホ㆟員の任ᮇは、㑅任後㸲年以内に⤊了する事ᴗ年度のうち最⤊のものに㛵

する定時ホ㆟員会の⤊⤖の時までとする。 

㸰 任ᮇの‶了前に㏥任したホ㆟員の⿵Ḟとして㑅任されたホ㆟員の任ᮇは、㏥任した

ホ㆟員の任ᮇの‶了する時までとする。 

㸱 ホ㆟員は、➨㸯㸯᮲に定める定数に㊊りなくなるときは、任ᮇの‶了又は㎡任によ

り㏥任した後も、新たに㑅任された⪅が就任するまで、なおホ㆟員としてのᶒ利⩏務

を᭷する。 

㸦ホ㆟員の報㓘➼㸧 



➨㸯㸲᮲ ホ㆟員に対して、各年度の⥲㢠が㸷㸮㸮㸪㸮㸮㸮円を㉸えない⠊囲で、ホ㆟

員会において別に定める報㓘➼の支⤥の基‽に従って⟬定した㢠を、報㓘として支⤥す

ることができる。 

 

➨㸳❶ ホ㆟員会 

㸦ᵓ 成㸧 

➨㸯㸳᮲ ホ㆟員会は、すべてのホ㆟員をもってᵓ成する。  

㸦ᶒ 㝈㸧 

➨㸯㸴᮲ ホ㆟員会は、ḟの事㡯についてỴ㆟する。  

㸦㸯㸧⌮事及び┘事の㑅任又はゎ任  

㸦㸰㸧⌮事及び┘事の報㓘➼の㢠  

㸦㸱㸧ホ㆟員に対する報㓘➼の支⤥の基‽ 

㸦㸲㸧㈚借対↷⾲及び損┈ィ⟬書㸦ṇ味㈈⏘増ῶィ⟬書㸧の承ㄆ  

㸦㸳㸧定Ḱの変更 

㸦㸴㸧ṧ余㈈⏘の処分 

㸦㸵㸧基ᮏ㈈⏘の処分又は㝖外の承ㄆ  

㸦㸶㸧その他ホ㆟員会でỴ㆟するものとしてἲ令又はこの定Ḱで定められた事㡯  

㸦㛤 催㸧 

➨㸯㸵᮲ ホ㆟員会は、定時ホ㆟員会としてẖ事ᴗ年度⤊了後㸱月以内に㸯回㛤催する

ほか、必せがある場合に㛤催する。 

㸦招 㞟㸧 

➨㸯㸶᮲ ホ㆟員会は、ἲ令に別ẁの定めがある場合を㝖き、⌮事会のỴ㆟に基づき代

⾲⌮事が招㞟する。 

㸰 ホ㆟員は、代⾲⌮事に対し、ホ㆟員会の┠ⓗである事㡯及び招㞟の⌮⏤を♧して、

ホ㆟員会の招㞟をㄳồすることができる。 

㸦㆟ 㛗㸧 

➨㸯㸷᮲ ホ㆟員会の㆟㛗は、そのホ㆟員会において、出席したホ㆟員の互㑅により㑅

出する。 

㸦Ỵ ㆟㸧 

➨㸰㸮᮲ ホ㆟員会のỴ㆟は、Ỵ㆟について≉別の利害㛵係を᭷するホ㆟員を㝖くホ㆟

員の㐣半数が出席し、その㐣半数をもって⾜う。 

㸰 前㡯のつ定にかかわらず、ḟのỴ㆟は、Ỵ㆟について≉別の利害㛵係を᭷するホ㆟

員を㝖くホ㆟員の㸱分の㸰以上に当たる多数をもって⾜わなければならない。 

㸦㸯㸧┘事のゎ任 

㸦㸰㸧ホ㆟員に対する報㓘➼の支⤥の基‽ 

㸦㸱㸧定Ḱの変更 

㸦㸲㸧基ᮏ㈈⏘の処分又は㝖外の承ㄆ  

㸦㸳㸧その他ἲ令で定められた事㡯  



㸱 ⌮事又は┘事を㑅任する㆟をỴ㆟するに㝿しては、各候⿵⪅ごとに➨㸯㡯のỴ㆟

を⾜わなければならない。⌮事又は┘事の候⿵⪅の合ィ数が➨㸰㸱᮲に定める定数を

上回る場合には、㐣半数の㈶成を得た候⿵⪅の中から得⚊数の多い㡰に定数のᯟに㐩

するまでの⪅を㑅任することとする。 

㸲 ➨㸯㡯及び➨㸰㡯のつ定にかかわらず、一⯡♫団ἲ人及び一⯡㈈団ἲ人に㛵するἲ

律➨㸯㸷㸲᮲➨㸯㡯のせ件を‶たしたときは、ホ㆟員会のỴ㆟があったものとみなす。 

㸦ホ㆟員会への報告の┬␎㸧 

➨㸰㸯᮲ 一⯡♫団ἲ人及び一⯡㈈団ἲ人に㛵するἲ律➨㸯㸷㸳᮲のせ件を‶たしたと

きは、ホ㆟員会への報告があったものとみなす。 

㸦㆟事㘓㸧 

➨㸰㸰᮲ ホ㆟員会の㆟事については、ἲ令で定めるところにより、㆟事㘓を作成する。  

㸰 ㆟㛗のほか、出席したホ㆟員の中からホ㆟員会において㑅出された㆟事㘓⨫名人㸰

人は、前㡯の㆟事㘓にグ名押印する。 

 

➨㸴❶ 役 員 

㸦役員のタ⨨㸧 

➨㸰㸱᮲ このἲ人に、ḟの役員を⨨く。 

㸦㸯㸧⌮事 㸳名以上㸯㸮名以内 

㸦㸰㸧┘事 㸰名以内 

㸰 ⌮事のうち㸯名を⌮事㛗、㸯名を副⌮事㛗、㸰名以内をᴗ務執⾜⌮事とする。  

㸱 前㡯の⌮事㛗及び副⌮事㛗は、一⯡♫団ἲ人及び一⯡㈈団ἲ人に㛵するἲ律上の代

⾲⌮事とする。 

㸦役員の㑅任㸧 

➨㸰㸲᮲ ⌮事及び┘事は、ホ㆟員会のỴ㆟によって㑅任する。  

㸰 代⾲⌮事及びᴗ務執⾜⌮事は、⌮事会のỴ㆟によって⌮事の中から㑅定する。  

㸦⌮事の⫋務及びᶒ㝈㸧 

➨㸰㸳᮲ ⌮事は、⌮事会をᵓ成し、ἲ令及びこの定Ḱで定めるところにより、⫋務を

執⾜する。 

㸰 代⾲⌮事は、ἲ令及びこの定Ḱで定めるところにより、このἲ人を代⾲し、そのᴗ

務を執⾜し、ᴗ務執⾜⌮事は、⌮事会において別に定めるところにより、このἲ人の

ᴗ務を分担執⾜する。 

㸱 代⾲⌮事及びᴗ務執⾜⌮事は、ẖ事ᴗ年度ごとに㸲⟠月を㉸える㛫㝸で㸰回以上、

⮬己の⫋務の執⾜の≧ἣを⌮事会に報告しなければならない。 

㸦┘事の⫋務及びᶒ㝈㸧 

➨㸰㸴᮲ ┘事は、⌮事の⫋務の執⾜を┘ᰝし、ἲ令で定めるところにより、┘ᰝ報告

を作成する。 

㸰 ┘事は、いつでも、⌮事及び使⏝人に対して事ᴗの報告をồめ、このἲ人のᴗ務及

び㈈⏘の≧ἣのㄪᰝをすることができる。 



㸦役員の任ᮇ㸧 

➨㸰㸵᮲ ⌮事の任ᮇは、㑅任後㸰年以内に⤊了する事ᴗ年度のうち最⤊のものに㛵す

る定時ホ㆟員会の⤊⤖の時までとする。 

㸰 ┘事の任ᮇは、㑅任後㸲年以内に⤊了する事ᴗ年度のうち最⤊のものに㛵する定時

ホ㆟員会の⤊⤖の時までとする。 

㸱 ⿵Ḟとして㑅任された⌮事又は┘事の任ᮇは、前任⪅の任ᮇの‶了する時までとす

る。 

㸲 ⌮事又は┘事は、➨㸰㸱᮲に定める定数に㊊りなくなるときは、任ᮇの‶了又は㎡

任により㏥任した後も、新たに㑅任された⪅が就任するまで、なお⌮事又は┘事とし

てのᶒ利⩏務を᭷する。 

㸦役員のゎ任㸧 

➨㸰㸶᮲ ⌮事又は┘事が、ḟのいずれかにヱ当するときは、ホ㆟員会のỴ㆟によって

ゎ任することができる。 

㸦㸯㸧⫋務上の⩏務に㐪反し、又は⫋務を怠ったとき。  

㸦㸰㸧心㌟の故㞀のため、⫋務の執⾜に支㞀があり、又はこれに堪えないとき。  

㸦役員の報㓘➼㸧 

➨㸰㸷᮲ ⌮事及び┘事に対して、ホ㆟員会において別に定める⥲㢠の⠊囲内で、ホ㆟

員会において別に定める報㓘➼の支⤥の基‽に従って⟬定した㢠を報㓘➼として支

⤥することができる。 

 

➨㸵❶ ⌮事会 

㸦ᵓ 成㸧 

➨㸱㸮᮲ ⌮事会は、すべての⌮事をもってᵓ成する。  

㸦ᶒ 㝈㸧 

➨㸱㸯᮲ ⌮事会は、ḟの⫋務を⾜う。  

㸦㸯㸧このἲ人のᴗ務執⾜のỴ定  

㸦㸰㸧⌮事の⫋務の執⾜の┘╩  

㸦㸱㸧代⾲⌮事及びᴗ務執⾜⌮事の㑅定及びゎ⫋  

㸦招 㞟㸧 

➨㸱㸰᮲ ⌮事会は、代⾲⌮事が招㞟する。 

㸰 代⾲⌮事がḞけたとき又は代⾲⌮事に事故があるときは、各⌮事が⌮事会を招㞟す

る。 

㸦㆟  㛗㸧  

➨㸱㸱᮲  ⌮事会の㆟㛗は、代⾲⌮事がこれに当たる。  

㸦Ỵ ㆟㸧 

➨㸱㸲᮲ ⌮事会のỴ㆟は、Ỵ㆟について≉別の利害㛵係を᭷する⌮事を㝖く⌮事の㐣

半数が出席し、その㐣半数をもって⾜う。 

㸰 前㡯のつ定にかかわらず、一⯡♫団ἲ人及び一⯡㈈団ἲ人に㛵するἲ律➨㸯㸷㸵᮲



において‽⏝する同ἲ➨㸷㸴᮲のせ件を‶たしたときは、⌮事会のỴ㆟があったもの

とみなす。 

㸦⌮事会への報告の┬␎㸧 

➨㸱㸳᮲ ⌮事又は┘事が⌮事及び┘事の全員に対して⌮事会に報告すべき事㡯を㏻▱

したときは、当ヱ事㡯を⌮事会へ報告することをせしない。 

㸰 前㡯のつ定は、➨25᮲➨3㡯のつ定による報告については、㐺⏝しない。  

㸦㆟事㘓㸧 

➨㸱㸴᮲ ⌮事会の㆟事については、ἲ令で定めるところにより、㆟事㘓を作成する。 

㸰 出席した⌮事及び┘事は、前㡯の㆟事㘓にグ名押印する。 

 

➨㸶❶ 会員 

㸦会員㸧 

➨㸱㸵᮲ このἲ人に、㧗年㱋⪅➼の㞠⏝の安定➼に㛵するἲ律➨㸲㸳᮲において‽⏝す

る同ἲ➨㸲㸰᮲につ定するシルバー人ᮦセンター㐃合ᴗ務を⾜うため、会員を⨨く。 

㸰 会員の㈨᱁その他会員に㛵する事㡯は、⌮事会のỴ㆟により別に定める。 

 

➨㸷❶ 定Ḱの変更及びゎ散 

㸦定Ḱの変更㸧 

➨㸱㸶᮲ この定Ḱは、ホ㆟員会のỴ㆟によって変更することができる。  

㸰 前㡯のつ定は、この定Ḱの➨㸱᮲、➨㸲᮲、➨㸳᮲及び➨㸯㸰᮲についても㐺⏝す

る。 

㸦ゎ 散㸧 

➨㸱㸷᮲ このἲ人は、基ᮏ㈈⏘の⁛失によるこのἲ人の┠ⓗである事ᴗの成功の不⬟

その他ἲ令で定められた事⏤によってゎ散する。 

㸦公┈ㄆ定の取ᾘし➼に伴う㉗与㸧 

➨㸲㸮᮲ このἲ人が公┈ㄆ定の取ᾘしの処分を受けた場合又は合併によりἲ人がᾘ⁛

する場合㸦そのᶒ利⩏務を承⥅するἲ人が公┈ἲ人であるときを㝖く。㸧には、ホ㆟

員会のỴ㆟を⤒て、公┈┠ⓗ取得㈈⏘ṧ㢠に┦当する㢠の㈈⏘を、当ヱ公┈ㄆ定の取

ᾘしの日又は当ヱ合併の日から㸯⟠月以内に、公┈♫団ἲ人及び公┈㈈団ἲ人のㄆ定

➼に㛵するἲ律➨㸳᮲➨㸯㸵号に掲げるἲ人又は国ⱝしくは地方公共団体に㉗与す

るものとする。 

㸦ṧ余㈈⏘の帰属㸧 

➨㸲㸯᮲ このἲ人がΎ⟬をする場合において᭷するṧ余㈈⏘は、ホ㆟員会のỴ㆟を⤒

て、公┈♫団ἲ人及び公┈㈈団ἲ人のㄆ定➼に㛵するἲ律➨㸳᮲➨㸯㸵号に掲げるἲ

人又は国ⱝしくは地方公共団体に㉗与するものとする。 

 

➨㸯㸮❶ 公告の方ἲ 

㸦公告の方ἲ㸧 



➨㸲㸰᮲ このἲ人の公告は、㟁子公告により⾜う。  

㸰 事故その他やむを得ない事⏤によって前㡯の㟁子公告をすることができない場合は、

官報に掲㍕する方ἲによる。 

 

㝃 則 

㸯 この定Ḱは、一⯡♫団ἲ人及び一⯡㈈団ἲ人に㛵するἲ律及び公┈♫団ἲ人及び公

┈㈈団ἲ人のㄆ定➼に㛵するἲ律の施⾜に伴う㛵係ἲ律の整備➼に㛵するἲ律➨㸯

㸮㸴᮲➨㸯㡯に定める公┈ἲ人のタ❧のⓏグの日から施⾜する。  

㸰 一⯡♫団ἲ人及び一⯡㈈団ἲ人に㛵するἲ律及び公┈♫団ἲ人及び公┈㈈団ἲ人の

ㄆ定➼に㛵するἲ律の施⾜に伴う㛵係ἲ律の整備➼に㛵するἲ律➨㸯㸮㸴᮲➨㸯㡯

に定める≉例Ẹἲἲ人のゎ散のⓏグと公┈ἲ人のタ❧のⓏグを⾜ったときは、➨㸵᮲

のつ定にかかわらず、ゎ散のⓏグの日の前日を事ᴗ年度のᮎ日とし、タ❧のⓏグの日

を事ᴗ年度の㛤始日とする。 

㸱 このἲ人の最初の⌮事㛗は㛵ᮏ和ṇとする。 

㸲 このἲ人の最初のᴗ務執⾜⌮事は布⸨⣧一㑻とする。 

   㝃 則 

 この定Ḱは、平成㸱㸯年㸲月㸯日から施⾜する。 

 


